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安全かつ効率的な国際物流の実現のための施策パッケージ 

 

世界経済のグローバル化、情報化等が一層進展する中で、米国・同時多発テロ以降の諸外国及び

国際機関の動向に的確に対応した物流セキュリティの強化が求められている。一方、物流セキュリティの

強化によって、円滑な物流を阻害することなく、物流効率化を一層進めることもあわせて重要となってい

る。 

このため、コストを含めて国際的に競争力のある水準の物流市場の構築を図るため、官民の協働によ

り、安全かつ効率的な国際物流を実現するための今後の具体的な対応の方向を、以下のとおり取りまと

めた。 

 

※この施策パッケージにおいては、我が国における国際貨物量の太宗を占め、迅速な物流がより要求され、か
つ可視性が低く、一旦安全保障等に係る事件が発生すると我が国の物流システムへの信頼性が揺らぎ、
結果として大きな経済的影響を及ぼす海上コンテナ貨物に焦点をあてた施策を中心に取り纏めるものとす
る。 

 

 

Ⅰ 現状と課題 

（１） 国際的な取組 

  国際物流は、国境を越える貨物の移動であり、一国の施策で完結するものではなく、国際的な連

携が重要である。このため、効率的な国際物流の実現やテロ対策等の強化を国際的に連携して推進

すべく、国際機関や各国において次のような取組が行われている。 

効率的な国際物流の実現のため、船舶の入出港に関しては、国際海事機関（International 

Maritime Organization：IMO）において、1965 年に国際海上交通簡易化条約（Convention on 

Facilitation of International Maritime Traffic：FAL 条約）が採択された。我が国においても、これを早

急に締結し、これを契機として輸出入・港湾関連手続全体を可能な限り簡易化することが重要であ

る。 

また、通関に関しては、世界税関機構（World Customs Organization：WCO）において、1973 年に

京都規約（税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約）が採択され、近年の物流動向の変化

等に対応し、1999 年に改正（改正京都規約）された。改正京都規約の発効は、現行規約締約国の

うち 40 カ国以上の受諾が条件となっているため、現時点ではまだ発効していないが、我が国は 2001 年

に率先して改正京都規約を受諾しており、引き続き、改正京都規約の早期発効に向け、国際的な

連携を進めていくことが重要である。 

一方、2001 年 9 月の米国・同時多発テロ以降、様々な分野でテロ対策等セキュリティの強化が急

速に行われてきた。 

IMO は、2001 年 11 月の第 22 回総会において、海事分野の保安対策の強化を図るため既存条

約の見直し等を行う旨の総会決議を採択し、翌 2002 年 12 月に船舶及び港湾施設の保安強化を

目的として「海上における人命の安全のための国際条約（International Convention for the Safety of 

Life at Sea : SOLAS 条約）」の改正及び「船舶及び港湾施設の国際保安コード（ISPS コード）」を採

択して、2004 年 7 月に発効している。これを受けて、我が国では「国際航海船舶及び国際港湾施設
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の保安の確保等に関する法律」を制定し、所要の措置を講じている。 

また、WCO においても、テロ対策の強化等の取組が行われており、2004 年 6 月に WCO 総会におい

て採択された「国際貿易サプライチェーンの安全確保及び円滑化の措置の実施に関するWCO総会決

議」により、1 年間で「国際貿易の安全確保及び円滑化のための WCO「基準の枠組み」」の策定を目

指すことが合意され、現在、具体的な検討が進められている。 

さらに、CSI（Container Security Initiative）など、税関二国間でも、テロ対策が進められている。 

グローバル・サプライチェーン（G-SCM）の中でのセキュリティと効率化の両立のため、国際的な連

携の下、国際物流に関わる幅広い官民の関係者の連携に基づく国際的に整合性のとれた取組を

推進する必要がある。このため、貨物や輸出入者・物流事業者等に関する情報の流れを関係者

間でどのように円滑にしていくのか、電子的申請という形でその情報を行政と民間事業者との間でど

のように共有していくのか、セキュリティ対策の強化の責任を果たそうとする物流関係者はどのような

内容の取組を実施すればよいのか等に関し、それぞれの国の事情等に即したものとすると同時に、国

際的に調和させていくことが重要である。 

 

 （２） 国際海上コンテナに関する安全対策 

① セキュリティ対策 

米国 9.11 同時多発テロ以降、様々な分野でセキュリティ対策の重要性が高まっている。国際物

流の分野では、例えば米国は、CSI と関連して、コンテナ貨物に関する積荷目録（マニフェスト）情報

を船積 24 時間前までに提出することを求めている。また、EU では CSI に積極的に参加するほか、輸

出入前の貨物情報の提出、コンプライアンスの高い貿易業者への手続きの簡易化等について EU 関

税法の改正を検討している。さらに、米国における対策の一層の強化や、米 EU 間における連携等

の動きがある。これらの措置は、可視性の低い国際海上コンテナに対してサプライチェーン全体を通じ

た管理体制を確立することでセキュリティの強化を図るものである。 

一方、米国側の対策が原因で、コンプライアンスの高い者も含め対米輸出国側の事業者に大き

な負担が生じていることも事実である。特に、船積 24 時間前までにマニフェストを提出するため、従

来、船積１日前程度に設定されていたコンテナヤードへのコンテナ搬入締切時刻（コンテナヤード・カッ

ト・オフ・タイム：CY カット）が約 48 時間程度前倒しされており、著しく物流効率が低下している状況

にある。また、船の場合と他の交通機関での事前情報提出に関する時間に差異があり、輸送モード

間の公平な競争に配慮が必要である。また、貨物等に関する情報の流れをより円滑にしていくことに

よって、実際の貨物の流れへの影響を最小限に抑え、軽減することが可能である。 

また、貨物情報の早期把握は、リスクマネジメントの強化や IT の活用を通じて、問題のある貨物

の早期発見による安全な国際物流や我が国の安全保障貿易の推進等の実現と同時に、セキュリ

ティ対策の強化の責任を果たそうとする物流関係者の貨物についてリスクが低いことを確認すること

を容易とし、効率的な国際物流にも資する。このため、その成果をセキュリティ対策の強化の責任を

果たす物流関係者に還元することも重要である。C-TPAT（Customs-Trade Partnership Against 

Terrorism）のようにセキュリティ対策の強化の責任を果たす物流関係者には、そのメリットを還元

することにより、セキュリティ強化と物流効率化を両立することが可能となる。 

これらの対策に加えて、物流関連施設や物流事業に従事する者に関するセキュリティ対策を強化

する必要がある。例えば、国際コンテナターミナル（CT）等の港湾施設における出入者・車両確認シ
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ステムの自動化、全国共通化を行うことにより、なりすまし防止等出入管理の徹底といった保安性の

向上を確保した上で、物流の効率化にも資するノンストップゲートシステムの構築を行っていく必要が

ある。 

 

② セーフティ対策 

国際海上コンテナは開封せずに輸送することから、コンテナ内の貨物の積付け・固縛の不良を陸

上輸送時に把握することは極めて困難な状況である。 

積付け・固縛の不良は、積荷のコンテナ内の移動による破損等やコンテナドア開放時の貨物の荷

崩れ事故につながるとともに、偏過重や積載バランスの不良(片荷や高重心)による操縦安定性の低

下をもたらし、横転事故等につながる危険性が高い。 

また、陸上輸送を行う際、運送事業者にとってコンテナ内における危険物の有無、危険物の種類

や数量、危険物の性状等の情報を把握することは、輸送時の事故やテロの際に適切な処置を行う

うえで極めて重要な情報であるが、現状はこうした情報を十分に把握したうえで輸送していない。 

このことは、テロや荷崩れ事故等の緊急時における対応の遅れにつながるほか、二次災害発生の

危険性も高くなる等の問題があることから、外航船舶運航事業者等が保有するコンテナ内の貨物

情報を運送事業者にも共有する等、陸上輸送の安全対策を強化する必要がある。 

 

（３） 国際海上コンテナに関する効率化対策 

① 物流関連施設の効率的な運営 

東アジア地域の経済成長が著しく、市場規模の拡大、水平分業の進展等にともない、東アジア

の地域の主要港湾のコンテナ取扱量が激増し、日本の港湾が相対的地位を低下させている。港湾

の国際競争力の低下は、取扱量の相対的減少による港湾コストの相対的な増加を招き、コンテナ

船の大型化の進展とも相まって、欧米との長距離基幹航路に就航するコンテナ船の寄港頻度の減

少を招くこととなる。これに伴う、積替えコストや時間の増加は結果として全体の輸送コストを増加さ

せ、港湾を通じて輸出入を行う国内主要製造業の国際競争力の低下をもたらし、ひいては経済全

体の生産性の向上が妨げられ、国民の生活水準の低下につながる可能性が高いことから、国の根

幹を支える貿易活動の玄関口としての港湾を中心とした物流関連施設やロジスティクス・ハブとして

の機能強化を、従来の制度・慣行の枠組みにとらわれず進める必要がある。 

また、コンテナ貨物の輸出者と輸入者は一般的に異なる者であることが太宗であり、輸入で使用

されたコンテナがそのまま輸出用に使用されることが少なく、空コンテナの地域的な需給の不均衡によ

る非効率な空コンテナの流動が発生している。国際海上コンテナ物流全体の効率化のためには、空

コンテナ流動の効率化を検討することも必要である。 

 

② 行政手続・民間業務の改善 

官民にまたがる輸出入・港湾業務に関する複雑な手続・業務の改善については、FAL 条約の締

結やセキュリティ対策の導入を契機に、行政手続及び民間業務の両面にわたり徹底した業務革新

（Business Process Reengineering：BPR）を実施することが必要である。 

このため、行政手続については、利用者の利便の向上と審査の確実性・効率性の衡量を図った

上で、申請書類・項目を徹底的に見直し、可能な限り削減・廃止を行う必要がある。また、申請時
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期及び寄港地の違いにかかわらず、申請書類・項目を各省庁及び港湾管理者間で可能な限り共

通化し、データの統一化・標準化等を図る必要がある。 

また、民間業務についても、行政手続・システムの見直しと並行して、国際標準に準拠したシステ

ム連携を行政側も積極的に関与して推進しつつ、簡素・合理化を図る必要がある。 

 

③ 国際物流の電子化（紙から電子への転換の促進） 

国際物流に関わる企業においては、G-SCM の発展により企業内の経営レベル、計画管理、現

場作業の情報共有とともに、国際的な企業間及び行政との間で情報を正確かつ迅速に受け渡すこ

とが必要であることから、IT の活用が不可欠となっている。企業の情報化については、社内システムの

高度化等によって進展している分野もあるが、一部電子化が遅れている分野もあるとともに、貿易業

務に係る民間ネットワークシステムの普及も不十分であるのが現状である。官民挙げての包括的な

電子化への取組も、一部の国に比べて遅れている。また、サプライチェーンを通じて全体の電子化が

進展することによってそのメリットを最大限享受することができるが、一部の分野では紙による情報処

理が並存しており、業務効率の向上を阻害している場合がある。申請手続や民間業務の電子化を

推進することにより、情報の伝達・共有・保存など業務の効率化が期待できるが、一連の業務プロセ

スにおいて電子と紙が混在していると電子化による効率化の効力が減殺されるため、プロセス全体の

電子化を図ることが重要である。本来、民間業務に係る電子化は、民間ベースで行われることが基

本であるが、こうした分野については、行政としても、電子化を側面的に支援していくことが考えられ

る。 

行政システムに関しても、行政のシステムと民間のシステムとの間で、情報のやり取りが相互に円

滑に行われるようにしていくことが重要である。その中で、原則すべての手続を電子的に行えるように

すること、民間利用者の二重入力を排除し、申請者の視点に立ったシングルウィンドウ化を推進する

こと、民間のシステムと行政システムとの接続を進め、官民共通の情報基盤を構築するため、情報の

形式を共通化すること等が必要である。こうした取組を通じ、各省庁及び港湾管理者への同種手

続の反復申請を回避するのみならず、類似申請の入力軽減のため、申請情報のデータベース化を

図り、利用者利便の向上を図ることが必要である。 

今後、貨物等に関する情報の流れをより円滑にするため、国際物流に関する電子化を更に進展

させるべきであるが、そのためには、各企業の社内システム、民間ネットワークシステム、行政システム

等の国際物流に係る様々なシステムが、それぞれの目的に的確に対応しつつ、システム間の接続等

を通じて有機的に連携し、共通する部分の情報のやり取りが相互に円滑に行われることが極めて重

要である。このため、データの相互運用が図られるよう、UN/CEFACT（United Nations Center for 

Trade Facilitation and Electronic Business）において定められたシンタックスルールや標準メッセージ

等の国際標準に準拠する必要がある。また、米国船積 24 時間前マニフェスト提出ルールに適切に

対応するためにも、電子化を官民全ての関係者が連携してシームレスな情報伝達を図ることが必要

である。 

 

（４） 関係者間での協調体制 

国際物流や安全保障貿易は、多くの行政機関及び事業者に関係するため、物流セキュリティ強化

と物流効率化を両立させるためには、国際物流や安全保障貿易に関わる民間事業者と行政との間
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の連携をより一層密にしていくことが必要である。また、ＩＴを最大限に活用するためには、関係者間での

ビジネスモデルの共通化・標準化等情報の有効利用のための環境整備を図ることが必要となる。 

特に、セキュリティ強化の観点からは、関係省庁が連携して、国際物流や安全保障貿易に関する

情報、すなわち、当該貨物に関する情報や、その輸出入・運搬・保管等に関わる関係者に関する情

報等の収集、活用を強化し、事案対処能力を向上させることが必要である。 

 

 

Ⅱ 今後の施策の基本方向 

① 諸外国と連携して、物流セキュリティ強化のための国際標準の策定等協調体制の確立に努める。 

② コンプライアンスの確保に向けた事業者の取組状況に応じたコンテナ貨物の管理体制を確立し、セ

キュリティ強化と効率性向上の両立を図る。 

③ セキュリティ強化と効率性向上に必要となる制度や官民の協力体制を確立する。 

④ 新規施策の導入に先立ち、実証実験等を通じて、現実に即した実効性のある制度設計を行う。 

⑤ 上記を踏まえながら、輸出入・港湾手続に関する電子申請システムの抜本的な改変を図るため

の最適化計画の策定作業を進めるとともに、事業者間での情報伝達の円滑化を図り、IT を最大限

活用可能な環境の整備を推進する。 

※物流セキュリティ強化に関する状況の変化に柔軟に対応することが肝要 

 

 

Ⅲ 施策の実施期間、評価指標等 

（１） 施策の実施期間 

この施策パッケージでは、2009 年までの 5 年間における施策についての、基本的な考え方を定める。 

施策を早期に実施するため、「Ⅴ 具体的な施策」において、その実施時期や検討の期限等を可能

な限り明示する。また、施策の実施状況、その成果を、毎年度評価・分析し、必要な対策を拡充強

化するための改訂を行う。 

 

（２） 施策効果を定量的に評価するための指標 

① 輸出については、米国等の物流セキュリティ対策の結果、従来概ね入港前日に設定されていたコ

ンテナ搬入の CY カットが概ね入港 3 日前（土日祝祭日を除く）に前倒しされているが、これを官民の

協働により、一定の条件を備えたコンテナについては、十分なセキュリティ対策を実施しつつ、貨物情

報の提出時期と分離してコンテナの搬入締切時刻を 2006 年までに概ね入港 2 日前（土日祝祭日

を含む）に短縮することを目指す。 

② 輸入については、輸入者が迅速な引き取りを求めるコンテナ貨物については、官民の協働により、

十分なセキュリティ対策を実施した場合においても、入港から貨物がコンテナヤードを出ることが可能

となるまでに必要な時間を、2007 年までに 24 時間以下に短縮することを目指す。 

③ 国際物流に関するセキュリティ対策を強化する。セキュリティ対策に関する効果の定量的な評価は

困難であるが、国際的な連携の下、テロの未然防止等に努める。 

 ※上記以外についても、コストの削減等適当な指標について検討する 

 



【別紙２】 

 6

Ⅳ 各主体の役割分担とそれを踏まえた連携のあり方 

（１） 国 

・ 簡素で効率的な制度設計 

・ 電子化の促進 

・ セキュリティ対策の基盤となる措置 

・ 事業者に対する啓発普及と必要な支援 

・ セキュリティ強化等に関する技術開発の推進 

・ 国際的な協調 

 

（２） 地方公共団体 

・ 簡素で効率的な港湾運営 

・ 電子化の促進 

・ 港湾施設の保安措置 

・ 事業者に対する啓発普及と必要な支援 

 

（３） 民間事業者 

・ 国や地方公共団体の施策への協力 

・ 貨物の内容についての十分なチェック、貨物保全措置 

・ 電子化等を通じた貨物等に関する情報の円滑な交換 

・ 電子申請システムの利用 

（注）内容は、業種毎の特徴に応じたものとする。 

 

※行政（国及び地方公共団体）によるサービスの提供や規制の導入の際には、密接に連絡・調整を行い、民
間事業者の利便を最大限尊重することに努める。 

 

 

Ⅴ 具体的な施策等 

１ 物流セキュリティ等の強化 

（１） 物流セキュリティ関連情報の収集体制の整備 

米国同時多発テロ以降、欧米等においてセキュリティ対策を強化するため、輸入貨物に関する情報

を当該貨物が各国内に到着する前に、把握・分析するための措置を講じ又は講じることとしている状

況にかんがみ、我が国に輸入される貨物に関するマニフェスト情報を、電子データにて事前に把握・分

析するために必要な措置を含め、輸出入及び港湾・空港手続関係業務に係る業務・システムの最適

化計画の中で検討する。なお、関係府省は、外航船舶運航事業者等の関係業界に対して、その理

解を促進するための方策を検討する。 

 

（２） 船舶、港湾その他物流施設の保安対策の強化 

改正 SOLAS 条約に基づく ISPS コードや、後述のコンプライアンス・ガイドライン等を踏まえ、船舶、

港湾施設その他物流施設における保安措置の強化を図る。このため、国際 CT 等の港湾施設におけ

る出入者・車両確認システムの自動化、全国共通化を行うことにより、なりすまし防止等出入管理の
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徹底といった保安性の向上を確保した上で、物流の効率化にも資するノンストップゲートシステムの構

築等を進める。 

 

（３） コンプライアンスに着目した施策連携 

セキュリティ強化に向けて事業者毎の特性に応じ取り組むべき措置の内容は以下のとおり。 

① 物流事業者に関するコンプライアンス 

国際海上コンテナに係るセキュリティ強化のために、外航船舶運航事業者、港湾運送事業者（タ

ーミナル・オペレーター、海貨事業者等）、倉庫事業者、利用運送事業者及び貨物自動車運送事

業者が、それぞれ自主的に取り組むことが望ましい具体的な措置とその評価に関するガイドラインを、

既存制度との整合を図りつつ、官民が協働して、2005 年度末を目途に作成する。 

具体的には、社内体制の整備、社員の能力の向上、設備・機器等の整備、他の事業者との連

携のあり方等について、電子タグの実証実験の成果等を踏まえつつ検討を行い、取りまとめるものと

する。 

② 輸出入者に関するコンプライアンス 

 セキュリティ対策を強化することは、セキュリティ対策の強化の責任を果たそうとする輸出入者と行政

の双方に共通する課題である。このため、輸出入者と行政のパートナーシップによって、双方が協力し

合い、セキュリティを強化していくという方向性が必要である。また、コンプライアンスを高めセキュリティ

対策を強化することは、それを実践する具体的行動が伴って、はじめて実現されるものである。したが

って、具体的行動の内容を明確にしていくことが重要である。 

また、セキュリティ対策の的確な実施のほか、その内容を行政と共有することにより、行政におけるリ

スクマネジメントに反映させ、その強化を図る必要がある。その強化を通じて、問題のある貨物の早

期発見、重点的な取締りによって安全な国際物流や安全保障貿易が実現されるとともに、セキュリ

ティ対策の強化の責任を果たす輸出入者の貨物についてリスクが低いことを確認することによって、効

率的な国際物流にも資する。 

輸出者、輸入者のコンプライアンスを行政に反映させるにあたっては、輸出、輸入それぞれの特徴

を踏まえたものとする必要がある。これまで、輸出者等における輸出管理社内規程の整備等を通じ

て安全保障貿易の推進を図ってきたところであるが、貿易関係企業におけるコンプライアンスの実施

も踏まえつつ、通関に関して、輸出については、コンプライアンスの優れた者について貨物を保税地域

に入れることなく輸出申告を行い、輸出許可を受けることを可能とする制度を導入し、その適正な運

用を実施していく必要がある。また、輸入については、関税等の納付の前に貨物を引き取ることを可

能とする簡易申告制度を導入したが、それをより一層使いやすいものとし、引き続き適正な運用を

実施していく必要がある。 

 

（４） 米国等における物流セキュリティ対策への対応 

米国への輸出に際して、船積 24 時間前までにマニフェストを米国税関に提出しなければならないた

め、従来、船積１日前程度に設定されていたコンテナ搬入の CY カットが約 48 時間程度前倒しされて

いるが、荷主、海貨事業者、利用運送事業者等と船会社の間での情報交換の方法や責任分担の

あり方に関するガイドラインを、官民が協働して 2005 年度末を目途に作成し、Ⅲ（２）①に掲げた評価

指標の水準までリードタイムの短縮を図る。 
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また、米国の措置に伴う物流効率の低下等の実態に関する情報を日米間で共有し、セキュリティ強

化と効率化の両立に向けたより良い方策を模索する。 

 

（５） 国際海上コンテナの陸上における安全輸送 

国際海上コンテナの陸上安全輸送対策の強化のため、外航船舶運航事業者、港湾運送事業者

（ターミナル・オペレーター、海貨事業者等）、利用運送事業者及び貨物自動車運送事業者が、それ

ぞれ取り組むことが望ましい具体的な措置に関するガイドラインを、官民が協働して 2005 年末を目途

に作成する。 

具体的には、EDI 及び電子タグ利用によるそれぞれの事業者間のコンテナ情報の共有のあり方等に

ついて、電子タグの実証実験の成果等を踏まえつつ検討を行い、取りまとめるものとする。 

 

２ 国際物流の効率化 

（１） 物流事業者のオペレーションの効率化 

アジア主要港を凌ぐコスト・サービス水準を実現するため、スーパー中枢港湾プロジェクトを推進する。

具体的には、民間ターミナル・オペレーターによる大規模 CT の一体的な運営を支援するため、民間タ

ーミナル・オペレーターが整備する荷さばき施設等に対する無利子貸付制度等を創設するとともに、CT

における 24 時間フルオープン支援施設や広域港湾内のコンテナ物流の円滑化に資する「共同デポ」の

整備を促進する。また、内航フィーダー輸送の効率化や、空コンテナ流動の効率化に向けた社会実験

等を実施する。 

また、新たに「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を制定すること等により、流通

業務（輸送・保管・流通加工等）を総合的・効率的に実施する事業者に対する支援措置を講じ、港

湾におけるロジスティクス・ハブ機能を強化する。具体的には、港湾等の社会資本の近傍に立地し、情

報システム等の効率化に資する設備を備えた流通業務施設を利用して、輸送・保管・流通加工等の

流通業務を総合的かつ効率的に行う計画である「総合効率化計画」に関する認定制度を創設し、

認定を受けた事業者に対して食品流通構造改善促進法、中小企業信用保険法及び中小企業投

資育成株式会社法の特例による資金調達面の支援並びに倉庫業法、貨物利用運送事業法、貨

物自動車運送事業法の許可・登録のみなし規定及び規制緩和等の措置を講ずる。 

 

（２） FAL 条約の締結等及び次世代シングルウィンドウの導入 

2005 年の秋頃に予定されている FAL 条約の締結とあわせて、入出港届等の FAL 条約対象手続

については、関係府省共通の FAL 様式を採用する。また、FAL 条約対象手続以外の入港前の諸手

続についても、項目を大幅に簡素化し、共通様式化を図る。さらに、夜間入港規制を廃止する。これ

らの簡素化手続を、11 月までにシステム及び書類双方で行えるようにシステムの変更を行う等の措置

を講じる。 

 さらに、操作方法の改善や、港湾手続に係る各種申請情報の基礎情報項目を、NACCS の船舶

基本情報及び船舶運航情報に統合しデータベース化を図る等システム自体の見直しを進め、全ての

手続の原則電子化を実現するとともに、より一層利用しやすい効率的なシステム構築を図る。 

以上に関する具体策を 2005 年度中に輸出入及び港湾・空港手続関係業務に係る業務・システ

ムの最適化計画として取りまとめ、システム改定作業に着手し、可及的速やかに同作業を完了し、新
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システムを稼働させる。検討の際は、申請者と行政で真に利便性の高いシステムとなるようチェックする

機会を設ける。 

 

（３） コンプライアンスに着目した施策連携（再掲） 

 

３ ＩＴの活用 

（１） 電子化促進に向けた環境整備 

電子申請の原則化等に関する諸外国の動向を踏まえ、我が国で電子申請の原則化等を実施す

る場合に必要な措置と具体的な課題について、官民が協働して実務者レベルでの検討を行い、2005

年度末までに検討結果を取りまとめる。その成果を踏まえ、関係省庁調整会議で具体的な電子化促

進支援策を検討する。 

なお、国際コンテナ物流においては、荷主、船社、船舶代理店、コンテナターミナル、海貨・通関事

業者、陸運、検数・検量事業者等多くの関係者間で、各種手続や書類の授受、情報の交換、貨物

の受け渡し・輸送が行われており、物流の効率化を図るためには、これらの事業者間での情報の伝達

を円滑化することが不可欠である。しかし、これまでのところ、個別事業者での情報化は行われつつある

ものの、関係者間で情報の共有化ができる状況にはなっていない。このため、電子化を前提とした業務

プロセスの統一化、EDI のための国際標準である UN/EDIFACT（United Nations/EDI For 

Administration, Commerce and Transport）に準拠したメッセージ、またその共通手引書（MIG：

Message Implementation Guideline）を構築し、その普及を図る（港湾物流情報プラットフォームの実

現）とともに、ebXML（Electronic Business using eXtensible Markup Language）等の新たな国際標

準化への動きへの対応についても検討を進める。 

また、上記の輸出入及び港湾・空港手続関係業務に係る業務・システムの最適化計画策定の取

組等と連携して、官と民及び事業者間での電子化促進に向けたグランドデザインを検討し、2005 年中

にとりまとめる。この際、費用負担のあり方、費用対効果等も考慮しながら検討する。 

 

（２） FAL 条約の締結等及び次世代シングルウィンドウの導入（再掲） 

 

（３） 電子タグ等高度なＩＴを活用したコンテナ管理体制の検討 

国際コンテナ物流において、サプライチェーンとリスクのマネ－ジメントを効果的に実施するためには、

サプライチェーン上の要所要所で現場の貨物情報を的確に把握し、迅速に処理することが不可欠であ

る。このため、諸外国等の国際的な動向を踏まえながら、電子タグ等の高度なＩＴの国際コンテナ物流

への活用可能性を検討することが重要である。 

検討にあたっては、電子タグについては物流効率化及びセキュリティ強化への活用が期待される一

方で、様々な課題を抱えており、今後官民が連携して、国際的な標準化の動向や諸外国の制度等

の整合も十分に考慮しつつ、次のような事項を中心に検討する。 

・港湾物流情報プラットフォームと電子タグとの連携等 

・民間事業者のコンプライアンスに着目した施策が実施される中での、民間事業者のセキュリティ

確保 方策への電子シール等ＩＴの活用 

・電子タグの運用技術の検証及び改善、向上 
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・電子タグ等ＩＴのグローバルな運用を考慮した、電子タグの新たな周波数帯の設定、再利用等の

コスト低減方策、費用対効果の検証、ビジネスモデルの構築等の利用環境整備 

・電子タグに係る国際的な標準化、各国における動向等の把握とわが国としての積極的対応 

これらの検討課題のうち、検証が必要な事項については、関係省庁、関係団体、民間事業者等が、

役割分担を明確にしつつ、相互に連携して効果的かつ効率的に実証実験を実施する。 

 

（４） 港湾施設の出入管理の徹底のためのノンストップゲートシステムの構築（再掲） 

 

４ 国際社会との協調 

（１） 交通セキュリティ大臣会合 

セキュリティの確保と円滑かつ効率的な輸送を両立させ、テロに対し脆弱な分野における脆弱性を

克服するため、2006 年 1 月に東京で交通セキュリティ大臣会合を開催する。 

当該会合においては、リスク管理及びサプライチェーンに関する一定の保安水準を満たす事業者への

利益の明確化に関し、当該事業者が講じるべき措置等に関するガイドラインについて、各国政府及び

関係国際機関が協調して作成する必要性や、その内容の検討のための専門家会合を実施してガイド

ライン案を検討し、その案を IMO 等所管機関に対し提案することを議題とする。 

 

（２） IMO、WCO、UN/CEFACT 

① IMO 

海上安全委員会や簡易化委員会において、物流セキュリティの強化と船舶航行の円滑化の両

立に向けた検討が WG で行われており、貿易立国である我が国を支える海事分野の安定的成長を

促すため、積極的に検討作業に参画していく。 

② WCO 

改正京都規約の早期発効のために、未受諾国がその障害を取り除き早期に受諾が出来るよう、

我が国としても、積極的な技術協力活動を引続き実施していく。 

また、「国際貿易の安全確保及び円滑化のための WCO「基準の枠組み」」の策定に積極的に参

画すると共にその実施に努める。なお、実施に困難を有する途上国のキャパシティ・ビルディング構築

にも貢献する。 

さらに、WCO 税関データ･モデルについては、ハイリスク貨物特定のためのデータ・エレメントが特定・

反映されており、WCO 税関データ･モデルの実施を進める。 

③ UN/CEFACT 

2004 年 9 月に UN/CEFACT により承認された「シングルウィンドウの設置に関する勧告とガイドラ

イン」を考慮した次世代シングルウィンドウの導入に向けて、輸出入及び港湾・空港手続関係業務

に係る業務・システムの最適化計画を検討する。また、民民手続においても、EDI のための国際標準

（UN/EDIFACT及びebXML）の利用促進を図るとともに、我が国においてこれらEDI のための国際標

準を活用する際に障害となるものがある場合は、積極的に UN/CEFACT へ意見提出し、円滑に使

用できる環境の整備に努める。 
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（３） 二国間協力 

TSAのOSC（Operation Safe Commerce）等の取組と協力するとともに、我が国で実施する実証実

験の成果を活用して、G-SCM におけるセキュリティ強化と物流効率化の両立に向けたビジネスモデルの

構築を目指す。 

また、相手国毎の状況を踏まえ、協力関係を強化する。 

 

 

Ⅵ 施策の推進体制 

検討委員会を母体として、推進協議会を設置し、毎年度、施策の進捗状況を点検・評価し、必

要に応じて施策の見直しを行なう。また、推進協議会の下に実務者レベルで、原則電子化の検討、

実証実験結果の評価等分野別の部会を設置し、具体的な推進方策の検討を行う。 


